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ファミリー・サポート事業は、子育ての援助を受けたい「利用会員」と、子育ての援助をしたい「協力会員」

が、地域の中で助け合いながら子育てをする、会員制の相互援助活動です。  

子育てのしやすい環境づくりのために、お互いに助けたり、助けられたりすること、また仕事と子育てが両立

できるようお手伝いをします。 

できることをしていただくことで成り立つ有料の地域の支えあいの活動です。 

はじめは助けられていた方も、援助活動が出来る時がきたら、ぜひ助ける側になってください。            

この事業は中野区から社会福祉法人・中野区社会福祉協議会が委託を受け運営しています。 

 

社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 

中野区ファミリー・サポート事業 

〒164-0001 

中野区中野５－６８－７ スマイルなかの３階 

電話： ０３－５３８０－０７５２  
ＦＡＸ：  ０３－５３８０－６０２７ 

 

開設時間：月曜～土曜日 ８:３０～１８:００ 

（日曜・祝日・第３月曜日・年末年始はお休み） 

 
中野区社会福祉協議会ホームページ 

ＵＲＬ http://www.nakanoshakyo.com 

会員番号 

氏名 
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利用会員 

子育ての支援を受けたい方 

協力会員 

子育ての支援をしたい方 

子育ての支援  

利用料の支払い  

事務局 

登録

☆ファミリー・サポート事業のしくみ☆ 

 

   

                     

 

 

 

      

 

                        

 

 
➊ 会員の種類 

(1) 利用会員 

  中野区に在住で、18歳未満の子どもについて援助を受けたい方。ただし、特別援助

活動の登録は、保護者が共に就労している世帯に限ります。 

 (2) 協力会員 

２０歳以上で子育ての援助をしたい、中野区に在住・在勤・在学もしくは隣接区に

在住の方。ただし、特別援助活動を希望する協力会員は事務局が指定した協力会員養成

講座を修了した方とします。 

 (3) 両方会員 

  利用・協力会員の両方の要件を満たしている方 

 

➋ 会員登録   

(1) 毎年会員資格の更新が必要です。更新は４月です。 

(2) 登録講習会に参加し、写真（縦3×横2.5㎝）2枚の提出が必要です。 

写真付きの会員証が発行されます。 

(3) 一般援助活動の年会費は無料です。 

(4) 特別援助活動の年会費は３，０００円です。年度の途中に新規に登録した場合でも

年会費（登録料）が減額になることはありません。 

 

登録
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○できること     
(1) 生後6か月から小学校6年生までの病気の子どもの預かり。  

※受診が済み、病名や投薬内容が明確で医師より在宅での保育が可能と診断されていること

が必要です  

(2)  保護者の急な残業などの緊急時の子どもの送迎や子どもの預かり。  

(3)  緊急時の子どもの迎えやその後の子どもの短時間の預かり。  

 ※特別援助活動は、原則として利用会員宅で行います。  

 

×できないこと 
受診の付添い  

 

★ 年会費 １世帯 ３,０００円（利用会員のみ） 

※児童育成手当受給世帯は、年会費が半額になります。 

➌ 活動内容 

 

 

 

 

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○できること 
(1) 保育園・幼稚園・学校・学童クラブなどの開始前または終了後の子どもの預かり  

(2) 通所先まで子どもの送迎を行うこと  

(3)  保護者等が外出する際の子どもの短時間の預かり 

(4) 冠婚葬祭、子どもの兄弟姉妹の学校行事等、就労、リフレッシュ、  

親の通院等のため臨時的に子どもを預かること。  

※一般援助活動は、原則として協力会員宅で行います。  

 

×できないこと 

宿泊を伴う預かり、家事援助、入浴、そうじ、洗濯、警戒宣言などが発令された場合の活動。  

 

★年会費 無料 

 

 一般援助活動 預かりの理由は問いません。健康な子どもの短時間の預かりをします。 

特別援助活動 就労世帯が対象です。 
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➊利用申し込み 2週間前には事務局へ利用申

し込みをします。 

           ▼ 

➋ 協 力 会 員 の 

紹介 

事務局から協力会員に打

診・承諾を受けた上で、利

用会員へ紹介をします 

           ▼  

 

 

    

▼  

 

 

 

 

           

          

     

 

▼ 

➎ 利用前連絡   協力会員へ依頼したら、事務

局へ【利用前連絡】をします 

▼ 

 

▼ 

 

 

 

 

 

□6 初回利用  援助活動が開始されます 

 

 

 

➍ 活動の流れ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

-３- 

 

➊活動の打診 事務局から協力会員へ活動の打

診をします。 

           ▼ 

➋活動の承諾 事務局から利用会員へ協力会員

の電話番号を伝えます。 

▼ 

 

 

 

▼  

 

 

          

 

 

 

 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

 

 

 

 

 

▼ 

➐活動報告書の

提出 

活動月の月末までに【一般援

助活動報告書】2枚目を事務局

へ提出してください。 

 

➍事前打ち合わせ 利用会員は【事前打ち合わせ票】に必要事項を記入して当日持参します。 

活動場所（送迎先・預かり場所）で利用会員・対象の子ども・協力会員の三者で

【事前打ち合わせ票】に沿って活動の内容・時間・食事の有無・当日の連絡先・

緊急時の対応等の確認、安全チェックを約１時間程度で行います。通所施設送迎

の場合は、施設職員への引き合わせも行ってください。  

事前打ち合わせ終了後、利用会員から協力会員へ利用料として1時間相当額を現

金で支払います。  

 

➌事前打ち合わ

せの日程調整 

利用会員から協力会員へ電話し、日程の調整をします。事前打合せの日程が決ま

りましたら、利用会員は事務局に利用の前に連絡をしてください。 

 

《利用会員》 《協力会員》 

一般援助活動の流れ 

➏ 活動 ・活動前後の保護者への引き継ぎ時間も利用時間に含みます。 

・通所先の送迎の場合は、通所先の門を入った時間からが活動時間です。  

・協力会員は、活動が終了したら【一般援助活動報告書】に記入し、両者で確認

し、利用料・実費をそのつど現金で精算します。 

・1枚目の領収書は利用会員へ渡します。  

 

２回目以降の 

利用 

前回と同じ活動の場合は、利用会員→協力会員へ直接依頼し、事務局へ利用の

前に【利用前連絡】をします。前回と活動内容が異なる場合は、同じ協力会員へ

の依頼でも再度【事前打ち合わせ】が必要です。  
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《利用会員》 《協力会員》 

➊ 会員登録 会員登録講習会に参加後、

「特別援助のしおり」を資料

請求し、内容を読んで利用要

件を確認します。登録希望者

は、電話で事前打ち合わせの

予約をしてください。 

           ▼ 

➋事前打ち合わせ 職員と協力会員が利用会員の

お宅へ訪問します。 

           ▼ 

➌利用申し込み 事務局開設時間内に電話でお

申し込みください。受診が済

み、医師から在宅での保育が

可能と指示されていることが

必要です。 

           ▼ 

➍ 協 力 会 員 の 

紹介 

事務局から協力会員に打診・

承諾を受けた上で、利用会員

へ紹介をします。利用会員が

必要書類を用意します 

           ▼  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊会員登録 協力会員養成講座の全科目の終

了後、登録ができます。 

           ▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

➋活動の打診 事務局から協力会員へ活動

の打診をします。 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

 

 

 

 

 

 

▼ 

➏活動報告書

の提出 

2枚目を事務局へ1週間以内に持

参または郵送で提出してくださ

い。 

 

 
特別援助活動の流れ 

２回目以降の 

利用 

そのつど事務局へ電話で申し込んでください。  

 

➎ 活動 ・病児保育は、担当職員が保育中の会員宅へ巡回訪問し、病児の状況把握や協力会

員の活動をサポートします。 

・協力会員は、活動が終了したら【特別援助活動報告書】に記入し、両者で確認の

上、利用料・実費を現金で精算します。 

・1枚目の領収書は利用会員へ渡します。  
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➎ 利用料（１人あたり）  

(1) 支払いの仕方 

   利用会員から協力会員へ直接現金で１回の活動終了ごとに支払います。 

(2) 事前打ち合わせの料金 

利用会員は協力会員に一般及び特別援助活動共に一般援助活動の活動費１時間相

当額を支払うものとします。同一世帯で、複数の子どもを同じ協力会員に預ける

場合（病児の預かりを除く）の事前打合せは、２人目から半額とします。 

(3) 利用料の特例 

一般援助活動 

同一世帯で、兄弟・姉妹など同時に２人以上の子どもの預かり及び送迎を行う場合

には、２人目以降の利用料の額は、基準額の２分の１の額とします。 

特別援助活動 

・病気の子どもの預かりは子ども１人に協力会員１人での活動となります。協力会

員１人で複数の病児の預かりは行いません。 

・緊急時の子どもの預かりの場合、同一世帯で、兄弟・姉妹など同時に２人以上の

子どもの送迎や預かりを行う場合には、２人目以降の活動費の額は、 

基準額の２分の１の額とします。 

 

➏ 取り消し料  （利用会員の都合で取り消しする場合のみ） 

・利用会員と協力会員の活動開始前に直接連絡がついた場合  無 料 

・利用会員と協力会員の連絡がつかなかった、また無断でのキャンセルの場合  

１時間分の利用料 

※一般援助活動の平日の取り下げの時は８００円、休日の取り下げの時は１，０００円、

特別援助活動の場合は１,２００円です。 

 

 

一般援助活動 平 日 

月曜日から金曜日まで 

 

１時間 ８００円 

土曜日・日曜日・国民の祝日 

年末年始（12月29日から1月3日） 

 

１時間 １，０００円 

特別援助活動 

      

病気の子どもの預かり 
 

 １時間  １，２００円 
緊急時の子どもの預かり 
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➐ 実費の負担 
(1) 子どものおやつ・食事代等は利用会員と協力会員が協議して定めるものとします。 
(2) 交通費は、活動に伴って協力会員が支出した額とします。 

ただし、協力会員はあらかじめ交通手段・経路・経費等について 

あらかじめ利用会員の了解を得るものとします。 

 

 

➑ 利用時間  

 

一般援助活動 利用会員と協力会員の話し合いにより決めます。宿泊を伴わないもの。 

特別援助活動 

      

病児の預かり 月～金曜日８時～１８時、土曜日８時～１２時 

日曜・祝日・第３月曜日・年末年始の利用はできません。 

緊急時の子どもの預かり  

月～日曜日６時～２４時 宿泊を伴わないもの 

第３月曜日・年末年始の利用はできません。 

 

(1) 協力会員が実際に子どもの預かりをしていた時間＋保護者への引き継ぎ

時間が利用時間になります。 

 例  協力会員が保育園へ子どもを迎えに行った場合には、協力会員が保育園の門

を入ったときから活動が開始されます。協力会員が利用会員に子どもの保育状

況を伝え、引き継が終わる時が終了時間となります。 

 (2) １回の活動ごとに計算します。 

例  早朝に保育園への送りを依頼し、同日の夕方に保育園のお迎えを依頼した場 

合は、活動回数は２回になります。 

 (3) １回の利用時間が１時間未満の場合には、１時間として計算します。 

 (4) １回の利用時間が１時間以上で３０分以内の端数がある場合は、その端数は  

０.５時間として計算します。 

  (5) １回の利用時間が１時間以上で３１分以上５９分以下の端数がある場合は、  

その端数は１時間として計算します。 

(6)  区外通所施設送迎の場合は、協力会員が公共交通機関を利用した時間を開始と

して計算します。 

例  中野駅から中央線に乗り御茶ノ水駅へお迎えの場合は、協力会員が中野駅で

中央線に乗車したときが活動時間の開始になります。 
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➒ 緊急時の対応 

 

 

                                                    

    

《事前の対策》             《活動中の地震発生時》             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時（活動中の事故や怪我）は、すぐに事務局へお電話ください。 

月～土曜日 ８：３０～１８：００  

         （日曜・祝日・第３月曜日・年末年始はお休み） 

 

０３－５３８０－０７５２ 
上記時間以外の事故 

中野区役所 ０３-３３８９-１１１１（代表）へ電話し「ファミリー・サポー

ト事業担当に連絡してください」という内容とお名前・連絡先を伝えてくださ

い。折り返し事務局職員よりお電話をいれます。  

地震・台風など災害警報が発令されたら、 

活動を中断し災害に備えてください 

協力会員 

・緊急連絡先、避難先が記入された事前

打ち合わせ票を携帯する。 

・預かる部屋の家具等の転倒防止対策を

する。高いところに荷物を置かないよ

うにする。 

・送迎時は、水などを携帯しておく。 

協力会員 

・室内で活動中の時は、子どもと机の下に入

り、頭や体を毛布等で保護し、安全を確保

する。火の始末をし、ドアや窓を開ける。 

・室内が危険な時は、帽子やヘルメットをか

ぶり取り決めた場所へ避難する。 

・屋外では、広い場所に出る。揺れがおさ

まったら、避難場所へ移動する。 

利用会員 

・緊急連絡先に変更があれば、協力会員

に前もって連絡しておく。 

・協力会員の連絡先を携帯する。 

・事前打ち合わせで確認した避難場所を

覚えておく。 

利用会員 

・協力会員に連絡し今後の対応を相談する。 

・連絡がとれない時は、事前打ち合わせで取

り決めた避難場所に迎えに行く。 
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➓ 補償保険制度 
会員の援助活動中の事故に備えて、地域子育て支援事業補償保険に一括加入しています。 

 

（１） サービス提供会員傷害保険（普通傷害保険） 

協力会員が保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するため自宅と保育を受け

る子ども宅や保育所等の往復途上（自宅との通常の経路）において傷害を被ったと

きに補償するものです。 

 

事 由 補 償 額 備 考 
 

死 亡 ５００万円 事故日より１８０日以内の死亡 

後遺傷害 程度により５００万円 

～２０万円 

事故日より１８０日以内の後遺障害発生 

入院（１日） ３，０００円 事故日より１８０日を限度 

通院（１日） ２，０００円 事故日より１８０日以内で９０日を限度 

手術保険金 １，０００円×所定倍率 事故日より１８０日以内で障害のために手術を 

受けた時 

 
 

 

 

（２） 賠償責任保険 

協力会員が保育サービス提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者の

身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、

ファミリー・サポート事業実施団体もしくは協力会員が負担する賠償金等を補償

するものです。 

 

 事 由 補償額（限度額） 事 由 補償額（限度額） 
 

対人 １事故につき ２億円 初期対応費用 ５００万円 
 

  見舞金・見舞品 １０万円 
 

対物 １事故につき ２億円 
現金盗難 

１０万円 
 

（注）初期対応費用：担当者の派遣費用・事故現場の保存費用等を賠償責任の有無に

かかわらずお支払いします。また見舞金・見舞品は対人事故の場合に限ります。 

 

 

（３） 依頼子供傷害保険（普通傷害保険） 

保育サービスを受けている会員の子どもが、保育サービスを中に事故を被った

場合、協力会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。 
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（４）研修・会合障害保険 

  ファミリー・サポート事業が主催する研修・会合中（定例会等を含む）、研修・会合

会場の往復途上（自宅との通常の経路）において出席者が傷害を被った時に補償す

るものです。 

事 由 補 償 額 備 考 

死亡 ５００万円 事故日より１８０日以内の死亡 

後遺障害 程度により５００万円 

～２０万円 

事故日より１８０日以内の後遺障害発生 

入院（１日） ３，８００円 事故日より１８０日以内を限度 

通院（１日） ２，３００円 事故日より１８０日以内で９０日を限度 

手術保険金 ３，８００円 

×所定倍率 

事故日より１８０日以内で障害のために手術

を受けた時 

  その他<お見舞金制度>があります。 

 

⓫ 会員の皆様に守っていただくこと 
◇ 活動を通じてお互いに知り得た会員又は、家族の情報を他に漏らさないでください。 

◇ 会員間で、政治活動、宗教活動、営業活動などを目的とする活動は禁止です。 

 

⓬ 協力会員養成講座・懇談会 
養成講座では、子どもを安全に預かるために必要な知識・技術を学びます。どなたでも

受講できます。また、地域の子育て支援に関する懇談会を開催します。 

 

 

事 由  補 償 額      備 考 
 

死 亡 ３００万円 事故日より１８０日以内の死亡 

後遺傷害 程度により 

３００万円～１２万円 

事故日より１８０日以内の後遺障害発生 

入院（１日） ３，０００円 事故日より１８０日を限度 

通院（１日） ２，０００円 事故日より１８０日以内で９０日を限度 

手術保険金 ３，０００円 

×所定倍率 

事故日より１８０日以内で障害のために手術 

を受けた時 
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⓭ こんなときは？よくある質問 
 
〈登録について〉 

 

Ｑ１ 以前、会員でしたが、更新しませんでした。また利用するにはどう

したらよいですか？ 

Ａ１ 再入会手続きが必要です。まずは事務局にお問い合わせください。登録講習会へ

の参加は不要です。再入会後も毎年度更新手続きが必要となり、毎年2月頃に更新の

ご案内をしています。 

 

〈 

Ｑ２ 生後何か月から、預かってもらえますか？ 

Ａ２ 協力会員の承諾があれば、新生児でも短時間ならお預かりできます。ただし、安全な預

かりのため、月齢に合わせた保育環境・預かり時間を提案させていただくこともあります。 

 

Ｑ３ 何日前に利用の申し込みをしたらよいでしょうか？ 

Ａ３ 利用日の2週間前位を目安に利用申し込みをしてください。活動可能な協力会員を紹介

後、事前打ち合わせをする時間が必要となります。特別な事情でお急ぎの場合はご相談くださ

い。 

Ｑ４ 利用時間・利用料はどのように換算すればよいですか？ 

Ａ４ 利用時間は実際に子どもを預かっていた時間です。 

例えば、協力会員が保育園に子どもを迎えに行った場合は、保育園の門を入った時から開始

され、保護者に子どもを引き渡したときに終了となります。活動の開始前または終了時に利用

会員が協力会員と引継ぎする時間も利用時間となります。また、公共交通機関を利用して

中野区外の施設への送迎の場合は、協力会員が公共交通機関を利用し移動する時間も利

用時間に含みます。活動にかかった協力会員の交通費、等の実費については、利用会員の負

担になります。 

 

Ｑ５ 朝夕の保育園の送り迎えを同じ協力会員へお願いした場合の利用料

はどのように換算しますか？ 

Ａ５ 送りと迎えそれぞれ１回ごとの活動として計算します。 

例）平日 お子さん1人 保育園へ朝15分の送りと夕15分の迎えの活動 

利用内容・時間・料金 について 

登録 について 
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  800円（1時間分）＋800円（1時間分）＝1,600円 

Ｑ６ 習い事への送迎はできますか？ 

Ａ６  できます。ただし、保育施設や学校から、習い事先への送りのみの活動はできません。          

活動の始まりまたは終わりのどちらかに保護者による引き継ぎが必要です。 

Ｑ７ 利用料の領収書は発行されますか？ 

Ａ７  協力会員から渡される「活動報告書」の利用会員控えが、領収書となります。それ以

外の領収書は発行できません。各種申請等に必要な場合は、領収書をご使用ください。その

他利用証明等についてはご相談ください。 

Ｑ８ 活動中、子どもの身の回りのことはすべてお願いできますか？ 

Ａ８  活動（保育）中に家事援助（調理、掃除、食器の後片付け、洗濯、布団干しなど）は

行うことができません。また、身体介助をともなうこと（入浴、朝・夜の身支度など）も対応

することはできません。 

 

Ｑ９ 習い事への送迎の活動で、子どもが習い事をしている間、協力会員

はどうしたらよいですか？ 

Ａ９ 習い事の間、協力会員は予め保護者と打ち合わせし、指定の場所で待機します。外出

するなど、子どもから離れた場所で待機することは活動として認められません。保護者は必ず待

機できる場所を確認の上お申し込みください。 

Ｑ１０ 子どもの祖父母等が協力会員と引き継ぎはできますか？ 

Ａ１０  祖父母等の保護者以外の方への引き継ぎはできません。ファミリー・サポートの活

動では始まりまたは終わりに必ず子どもの保護者とお会いし、子どもの状態を確認した上で

の引き継ぎが必要です。 

Ｑ１１ 食事・おやつの提供はできますか？ 

Ａ１１ 活動（保育）中に食事作りはできません。ただし、作り置き、購入などの方法で提供

することは可能です。その場合、子どもの月齢・量に応じて別途食費（実費）を話し合って決め

ていただきます。年1回は実費の見直しを確認してください。アレルギーをお持ちの場合は、利用

会員ご自身がご準備ください。 

Ｑ１２ 依頼していた活動時間よりも、当日、実際の活動時間が短くなっ

た場合に、その分のキャンセル料は発生しますか？ 

Ａ１２  キャンセル料は発生しません。実際に活動した時間分の利用料を支払ってください。 
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Ｑ１３  事務局の開設設時間外に、一般援助活動の依頼ができますか？ 

Ａ１３  はい、できます。ただし、事前打合わせが済んでいることが必要です。利用会員は、

直接  協力会員に活動の依頼ができます。 

 

Ｑ１４ 協力会員が急な用事で、一般援助活動ができない時は、どうし

ますか？ 

   Ａ１４  協力会員は、利用会員に電話をして活動を休んでください。 

利用会員は、他に活動の依頼ができる協力会員がいれば活動の依頼を連絡してください。  

 活動ができる協力会員が見つからない場合は、事務局へ新たに利用の申し込みをするか、

それ以外の保育先も探してください。 

 

 

 

Ｑ１５ 事前打ち合わせは一度行えばよいのでしょうか？ 

Ａ１５  一般援助活動の場合、同じ活動内容であれば一人の協力会員に対して、一度事前

打ち合わせをすればOKです。ただし、活動の内容や場所が異なる場合は、そのつど保育状

況に合った事前打ち合わせが必要となります。 

例① 第二子が生まれた。第一子の活動時に紹介された協力会員に依頼したい。 

 →子どもが異なるため、新たな事前打ち合わせが必要となります。 

例② 協力会員宅で預かるのみの活動だったが、新たに保育園へのお迎えもお願いし    

たい。 

 →活動内容が異なるため、新たな事前打ち合わせが必要となります。 

 

※前回から年月が経過している、当初の活動内容から変更がある場合は、事務局へご相談く

ださい。 

※特別援助活動の場合、事前打ち合わせは、登録手続きと合わせて職員が訪問する1回の

みです。 

Ｑ１６ 事務局への利用前連絡はいつ行いますか？ 

Ａ１６ 活動の前に利用会員から事務局に、連絡をしてください。保険の手続きのために必要

です。定期的な利用でも、毎月、利用前連絡が必要です。電話、留守番電話、FAXにて以下

の内容をご報告ください。 

   ①利用会員の会員番号・氏名  ②利用日時  ③子どもの人数  

④活動内容  ⑤協力会員の会員番号・氏名 

事前打ち合わせ について 
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⇒目的から探す⇒子ども・子育てに関すること⇒中野区ファミリー・サポート事業→事前打ち合わせ．ＰＤＦ 

 

Ｑ１９ 事前打ち合わせ票の書式を用意するにはどうしたらいいですか？  

Ａ１９  会員手帳 P16 ・ P17、または登録講習会で配付した原紙をコピーするか            

中野区社会福祉協議会のホームページからダウンロードすることもできます 

 

  

  

 

 

＜特別援助活動について＞ 

 

Ｑ２０ 特別援助活動の登録を希望しています。手続きが必要ですか？ 

Ａ２０  会員登録を希望される方には 「特別援助活動のしおり」を配布しています。        

利用要件を確認した上で、特別援助活動の登録手続き（訪問）の予約をしてください。し

おりをお持ちでない方は、事務局に窓口へ来所か電話で請求してください。 

Ｑ２１ 現在育児休暇中ですが、新年度（４月）から復帰する予定なので

特別援助活動に登録を希望しています。登録はいつからできます

か？ 

Ａ２１  復帰する年度（4月以降）になってから、訪問・登録となります。年度初めの訪問予

約は混み合いますので、前年度の2月頃に、新年度の訪問予約の受付を開始します。 

Ｑ２２  事前打合せは一般援助と同じですか？ 

Ａ２２  いいえ、異なります。特別援助活動の場合は職員と協力会員が利用会員宅に訪

問します。実活動依頼があった場合、事前打合せ時に同行した協力会員が必ずしも保育で

きるとは限りません。 

Ｑ２３  病児保育中の子どもの状態を知りたいです。 

Ａ２３  事務局にご連絡ください。  病児保育の場合は、職員が巡回し、お子さんの状態を

確認しています。 

Ｑ２４ 保育中に吸入もお願いできますか？ 

Ａ２４ できません。協力会員は必要な研修を受講していますが、医療の専門家ではありま

せん。同様の理由で、エピペン等の器材操作を伴う処置は原則行っておりません。 

特別援助活動 について 

中野社協 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572411467/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zaGFyb3RzLmNvbS9zb3phaS9rZW5zYWt1Lmh0bWw-/RS=%5eADBBZnJfAwXtRvLpgbjQ8OVP_6wC1s-;_ylt=A2RimWHLxrddLjsAcz.U3uV7
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⓰ 一般援助活動 活動報告書 書き方と注意点 
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⓱ 中野区ファミリー・サポート事業会則  
                               

１９９７、７  制定 

                                                          ２００１、３  改正 

                                                          ２００２、１ 改正 

２００２、４ 改正 

２００８、４ 改正 

２００９、４ 改正 

 

（名称） 

第１条 本会は、中野区ファミリー・サポート事業（以下「本事業」といいます。）と称します。 

  （事務所） 

第２条 本事業は事務所を中野区中野五丁目６８番７号に置きます。 

  （事業の目的） 

第３条 地域において育児の援助を行いたい者と当該援助を受けたい者からなる会員組織として、会員

間の相互援助活動（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子どもの育児を

会員が相互に援助する活動をいう。以下同じ。）の調整その他の業務を行うことにより、仕事

と家庭を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い児童の福祉の向上を図

ることを目的とします。 

 （事業の内容） 

第４条 前条の目的を達成するため、次の業務を行います。 

（１）会員の募集、登録その他の会員の組織化業務 

（２）会員間の相互援助活動の調整に関する業務 

（３）特別援助活動中の巡回に関する業務 

（４）相互援助活動に必要な知識を会員に付与するための講習会関係業務  

（５）会員同士の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会関係業務 

（６）会員等に対する広報業務 

（７）経理事務等本事業の運営に関する業務 

（８）会員及び関係機関との間の連絡調整に関する業務 

（９）その他、前各号に付随する業務 

 （事務局の設置） 

第５条  前条の業務を行うため、以下のように配置します。 

２  事務局にコーディネーターを置きます。 

３ 緊急時において病気の子どもを安全に預かるため医療アドバイザーを置きます。 

 （会員の要件） 

第６条  会員は、事業の趣旨に賛同して入会の承認を受けたものとし、その区分及び要件は、次のと

おりとします。 

（１）利用会員  中野区内に住所がある者で、１８歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間に

ある子どもの育児援助を受けたいものとします。特別援助活動の利用するものは、コーディネ

ーター及び協力会員が、利用を希望する者の自宅を訪問し、事前打合せを行います。 
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（２）協力会員  ２０歳以上で次のいずれかの要件を満たす者で、育児の援助を行うことを希望す

るものとします。 

   ア 中野区又は中野区に隣接する区内に住所がある者。 

   イ 中野区に勤務先又は通学先がある者。 

   ウ 特別援助活動は事務局が行う協力会員養成講習を修了した者とします。 

２  利用会員は、同時に協力会員になることができます。   

 （入会及び退会の手続） 

第７条  会員になろうとする者は、事務局所定の入会申込書（第１号様式）を提出 

し、事務局が入会申込者を対象に行う講習等を受けなければなりません。 

２ 事務局は、前項の入会申込者で、適当と認めたものを会員として登録します。 

３  前項の登録は、会員の要件及び登録継続の意向を確認のうえ、毎年４月１日に更新します。 

４  事務局は、第２項の登録又は前項の登録後、その会員に対して会員 証（第２号様式）を発行し

ます。  

５  会員が退会しようとするときは、その旨を事務局に届け出るとともに、前項の 会員証を事務局

に返還しなければなりません。 

 （順守事項） 

第８条 会員は、次の事項を守らなければなりません。                     

（１）相互援助活動に関して会員間で交わした約束事項を守ること。 

（２）相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘

密を漏らさないこと。退会した後もまた同様とします。 

（３） 相互援助活動に際して、宗教活動、政治活動、営業活動など、本事業の趣旨に照らして不

適当と認められる活動をしないこと。 

（４） 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する

こと。 

（５） 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかに事務局に届け出ること。 

２  会員が前項の規定に違反したときは、事務局は、本会員に対する相互援助活  動の調整を中止

し、又はその会員登録を抹消することができます。 

 （相互援助活動の内容等） 

第９条 相互援助活動は、以下の二つの援助活動からなります。 

  （１）一般援助活動 

仕事の都合等で子どもの預かり及び送迎ができない利用会員の依頼に基づき、協力会員が 

行う以下の活動をいいます。 

（ア）保育施設の保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。 

（イ）保育施設まで子どもの送迎を行うこと。 

（ウ）学校の放課後又は学童クラブの終了後に子どもを預かること。 

（エ）冠婚葬祭、又は兄弟姉妹の学校行事等の際に子どもを預かること。 

   （オ）買い物等外出の際に子どもを預かること。 

   （カ）その他、本事業の趣旨に基づき、地域の子育て支援のため臨時的に子どもを預かること。 
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  （２）特別援助活動 

    仕事の都合で子どもの預かり及び送迎ができない利用会員の依頼に基づき、協力会員が行う 

以下の活動をいいます。 

   （ア）病気の子ども（生後 6 か月から小学校 6 年生までの子どもに限る。）を預かること。但し、

受診させることは除く。 

   （イ）緊急時に子どもを預かり、又は送迎すること。 

２  子どもを預かる場合の相互援助活動の実施場所は、原則として一般援助活動は協力会員の住居

とし、特別援助活動は利用会員の住居とします。ただし、特別の事情があるときは、事務局の判

断により利用、協力会員の住居のいずれかを実施場所とします。 

３  一般援助活動の利用日及び利用時間は、利用会員と協力会員との話し合いにより、任意に定め

るものとします。ただし、子どもの宿泊は行わないものとします。 

 ４ 特別援助活動の病児の預かりは月～金曜日 8 時～18 時、土曜日 8 時～12 時で日曜日、祝日、 

第 3 月曜日、年末年始は休みです。緊急時の預かりは月曜～日曜日、6 時～24 時（宿泊はでき

ません）で第 3月曜日、年末年始は休みです。 

 （一般援助活動の実施方法） 

第１０条  援助を必要とする利用会員は、事務局に援助の内容、日時等の詳細を説明し、協力会員と

の援助活動の調整の申込みをします。   

２  前項の申込みを受けたコーディネーターは、申込み内容にふさわしいと認められる協力会員

に連絡してその意向を確認のうえ、利用会員と調整します。 

３  前項の調整を受けた利用会員及び協力会員は、話し合いのうえで合意したときは、援助につ

いての契約をします。この場合において、利用会員は、子どもの預かり及び送迎以外の援助を

求めてはなりません。 

４  援助を行った協力会員は、一般援助活動の記録を作成し、利用会員の確認を受けます。 

５  前項の確認をした利用会員は、一般援助活動の実施時間に応じた利用料を協力会員に支払い

ます。一般援助活動に伴う交通費等の経費がある場合には、その実費も併せて協力会員に支払

います。 

６ 協力会員は一般援助活動中に事故など通常の保育ができない状況となった場合、速やかに利

用会員または子どもの保護者及び事務局に連絡をしなければなりません。 

７  協力会員は、あらかじめ事務局が指定する時期ごとに、前項の記録をコーディネーターに報

告します。 

 （特別援助活動の実施方法） 

第１１条 援助を必要とする利用会員は、事務局に援助の内容、日時等必要な事項をコーディネータ

ーに説明し、申込みをします。 

  ２ 前項の申込を受けたコーディネーターは申し込み内容にふさわしいと認められる協力会員に

連絡してその意向を確認のうえ、利用会員に連絡します。 

３  前項の調整を受けた利用会員及び協力会員は、話し合いのうえで合意したときは、援助につ

いての契約をします。この場合において、利用会員は、子どもの預かり及び送迎以外の援助

を求めてはなりません。 

４ 特別援助活動の開始時及び終了時における子どもの引渡し及び活動内容の引き継ぎについて

は、原則として、利用会員又は子どもの保護者と協力会員とで行います。 

 



- 22 - 

 

 

５ 協力会員は、特別援助活動中に子どもの症状が急変した場合又は事故等が発生した場合は、

速やかに、利用会員又は子どもの保護者及び事務局に連絡しなければなりません。 

６ 援助を行った協力会員は、記録を作成し、利用会員の確認を受けます。 

７ 前項の確認をした利用会員は、特別援助活動の実施時間に応じた利用料を協力会員に支払い

ます。特別援助活動に伴う交通費等の実費がある場合には、その実費も併せて協力会員に支

払います。 

８ 協力会員は、あらかじめ事務局が指定する時期ごとに、前項の記録をコーディネーターに報

告します。   

 （利用料）   

第１２条  相互援助活動の利用料は、１時間当たり１２００円を限度として、事務局が別に定めます。 

  （保険への加入） 

第１３条  会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、ファミリー・サポートセンター補償保険

（育児）に一括して加入するものとします。 

  （登録料） 

第１４条 特別援助活動の利用を希望する会員は、入会登録時及び毎年度登録の更新の際に、決めら

れた登録料を納入します。   

２  前項の登録料は、年額３０００円を限度として、毎年度事務局が別に定めます。 

３  納入された登録料は、会員が途中退会した場合においても返還しません。 

４  会員が登録更新の際に登録料を納入しない場合は、事務局は、当該会員について登録継続の

意思がないものとみなすことができます。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 附  則 

１  この会則は、１９９９年７月１日から施行します。  

    附  則 

１  この会則は２００１年４月１日から施行します。 

    附  則 

１ この会則は２００２年１月１日から施行します。 

  附 則 

１ この会則は２００２年４月１日から施行します。 

２  第１３条第２項については、２００２年４月１日から、会費は無料とします。 

  附 則 

１ この会則は２００８年４月１日から施行します。 

  付 則 

１ この会則は２００９年４月１日から施行します。 
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⓲ 個人情報保護に関する規程 
 

社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 

個人情報保護に関する規程 

                               平成 ３年 ３月２９日 制 定 

                               平成 ８年１２月１０日 改 正 

                               平成１４年１１月１２日  制  定 

                               平成１７年１０月 ６日  制  定 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであるこ

とにかんがみ、社会福祉法人中野区社会福祉協議会（以下「本会」という。）が保有する個人情報の適

正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつ

つ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 個人情報  生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみ

では識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるこ

ととなるものを含む。）をいう。 

(2) 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように

体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、

紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検

索することができる状態においているものをいう。 

(3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

(4) 保有個人データ 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止

を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人

又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を

助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 

(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 

(6) 従業者 本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。 

(7) 匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報

を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。 

（本会の責務） 

第３条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個

人情報の保護に努めるものとする。 
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第２章 個人情報の利用目的の特定等 

 

（利用目的の特定） 

第４条 本会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」という。）をで

きる限り特定するものとする。 

２ 本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認め

られる範囲で行うものとする。 

３ 本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するも

のとする。 

 

（事業ごとの利用目的等の特定） 

第５条 本会は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、

利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。 

 

 

（利用目的外の利用の制限） 

第６条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前２条の規定により特定された利用目的の達成

に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。 

２ 本会は、合併その他の事由により他の社会福祉協議会等から事業を承継することに伴って個人情報

を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成

に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得

ないで前２条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるもの

とする。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき。 

４ 本会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う

範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。 
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第３章 個人情報の取得の制限等 

 

（取得の制限） 

第７条 本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行

うものとする。 

２ 本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については

取得しないものとする。 

３ 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等の規定に基づくとき。 

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。 

(5) 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成

し得ないと認められるとき。  

４ 本会は、前項第４号又は第５号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、そ

の旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。 

 

（取得に際しての利用目的の通知等） 

第８条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速

やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。 

２ 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面

に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個

人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、

人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害するおそれがある場合 

(2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

第４章 個人データの適正管理 

 

（個人データの適正管理） 

第９条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つもの

とする。 

 

２  本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ
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適切な措置を講ずるものとする。 

３ 本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監

督を行うものとする。 

４  本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削

除するものとする。 

５  本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約

において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要

かつ適切な監督を行うものとする。 

 

第５章 個人データの第三者提供 

 

（個人データの第三者提供） 

第10条 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者

に提供しないものとする。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき 

２ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第

三者に該当しないものとする。 

(1) 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場

合 

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

(3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用され

る個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管

理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態に置いているとき 

３ 本会は、前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する

者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が

容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

第６章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止 

 

（保有個人データの開示等） 

第11条 本会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示
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（当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）

の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。

ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない

ことができる。 

 （1）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

 （2）本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 （3）他の法令に違反することとなる場合 

２  開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外

の方法により開示をすることができる。 

３  保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。 

 

（保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、等） 

第12条 本会は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データ

の訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅

滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。 

２ 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとす

る。 

第７章 組織及び体制 

 

（個人情報保護管理者） 

第13条 本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正

管理に必要な措置を行わせるものとする。 

２ 個人情報保護管理者は、事務局長とする。 

３ 事務局長は、会長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・

事業訓練等を行う責任を負うものとする。 

４ 事務局長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとす

る。 

５ 事務局長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することが

できる。 

 

（苦情対応） 

第14条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情（以下「苦情」という。）について必要な体制整備を行

い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。 

２ 苦情対応の責任者は、事務局長とするものとする。 

３  事務局長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、

あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。  

 

（従業者の義務） 

第15条 本会の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら
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せ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護

管理者に報告するものとする。 

３ 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく

会長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。 

 

第８章 雑 則 

（その他） 

第16条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

 

⓳ サービスをご利用の皆様へ 
   社会福祉法人中野区社会福祉協議会では、当協議会の事業・サービスを利用されている

区民の方々から苦情を受け付け、速やかに解決するための規程を整備しました。事業・サ

ービスを提供する事業所の職員でも、他の当協議会の職員でも苦情を受け付けます。 

今後とも皆様に安心してサービスを提供するよう努力してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)苦情受付担当者               

経営管理課長             ０３-５３８０-０７５１ 

地域活動推進課長           ０３-５３８０-０７５３ 

０３-５３８０-０２５４  

あんしん生活支援課長         ０３-５３８０-６４４４ 

(2)苦情解決責任者 

局長・常務理事            ０３-５３８０-０７５１ 

 (3)ＦＡＸ、メールでも苦情を受け付けいたします。 

ＦＡＸ ０３-５３８０-０７５０ 

メール soumu@nakanoshakyo.com 

 

〒164-0001 中野区中野5-68-7 スマイルなかの３階 

社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 会長 吉成 武男 

 

 

mailto:soumu@nakanoshakyo.com


 

 

 

育児やしつけなど子育てに関する疑問や

不安、子どもの発育・発達・保護者の精

神的な疲れや悩みの相談を受けます。 

 

 

母子手帳、一時保育の登録・利用申請、

医療費助成申請などや様々な子育てサー

ビスの情報を提供します。 

 

 

ひとりで悩まないで  
～中野区役所では、子育てについての相談を受けています～ 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

  

 

 

   

            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て子育ち相談 

○中野区役所 ３階  子ども総合相談窓口 

子ども家庭支援センター   ０３-３２２８-７８６７ 

子育てサービス係       ０３-３２２８-５６１２ 

※開設時間 月～金 ８:３０～１７:００ 

（祝日・12/29～1/3を除く） 

 

 

南部すこやか福祉センター   ０３-３３８０-５５５１ 

中部すこやか福祉センター   ０３-３３６７-７７８８ 

北部すこやか福祉センター   ０３-３３８８-０２４０ 

鷺宮すこやか福祉センター  ０３-３３３６-７１１１ 

※開館時間 月～金曜 ８：３０～１９:００ 

土    ８：３０～１７:００ 

 (祝日・12/29～1/3を除く) 

 

○その他電話相談 

児童相談所 全国共通ダイヤル １８９ 

 

子育てサービス 



 

 

 

 

こんな時は事務局へご連絡ください 
 

☆ 登録した会員の情報に変更があった。 

☆ 転居した、子どもが生まれた、緊急連絡先が変わった等。 

☆ 家庭の事情などで、活動ができなくなった。 

☆ 仕事を始めて、特別援助活動も利用したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時（活動中の事故や怪我）は、すぐに事務局へお電話ください。 

 

月～土曜日 ８：３０～１８：００  
 

（日曜・祝日・第３月曜日・年末年始はお休み） 

 

０３－５３８０－０７５２ 

 
上記時間以外の事故 

中野区役所 ０３-３３８９-１１１１（代表）へ電話し「ファミリー・サポート

事業担当に連絡してください」という内容とお名前・連絡先を伝えてください。

折り返し事務局職員よりお電話をいれます。 

  

2023/6 改訂 

 


